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府中市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「総合支援法」という。）第１０条、第４８条、第５１条の２

７及び第５１条の３２、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２２、

第２４条の３４、第２４条の３９及び第５７条の３の２並びに府中市基準該当障害福祉サ

ービス事業者の登録等に関する規則（平成１７年４月府中市規則第２０号）第１０条の規

定に基づき、市長がサービス事業者等に対して実施する指導及び監査について、基本的事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「サービス事業者等」とは、指定障害福祉サービス事業者（総合

支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。）、指定障害者支援

施設設置者（同項に規定する指定障害者支援施設の設置者をいう。）、指定一般相談支援事

業者（総合支援法第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。）、指

定特定相談支援事業者（総合支援法第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談

支援事業者をいう。第１８条第１項において同じ。）、指定障害児通所支援事業者（児童福

祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。）、指定障害児

相談支援事業者（児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援

事業者をいう。第１８条第１項において同じ。）及び基準該当障害福祉サービス事業者（府

中市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則第３条第１項の規定により基

準該当障害福祉サービス事業者としての登録を受けた者をいう。）をいう。 

 （指導及び監査の目的） 

第３条 指導及び監査は、総合支援法、児童福祉法その他の法令並びに東京都及び市の条例

及び規則で定める最低基準及び指定基準等（以下「基準等」という。）に対する適合状況等

について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講ずることによ

り、サービス事業者等が提供するサービスの内容の質の確保、サービス事業者等に対する

自立支援給付に係る費用、障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等（以下「自立

支援給付等」という。）の支給の適正化並びに業務管理体制の適正な整備及び運用を図り、

もって市における障害者及び障害児の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （指導方針） 

第４条 指導は、サービス事業者等に対し、基準等に定めるサービスの取扱い及び自立支援

給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があ

ると認められる事項について適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施するものと

する。 

 （指導形態） 

第５条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、講

習等の方法により行う指導 
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 (2) 運営指導 次のいずれかの形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所

又は施設において実地で行う指導及び実地で行う指導を効率的かつ効果的に行うため、

必要に応じて一定の場所において個別に行う指導 

  ア 一般指導 市が単独で行うもの 

  イ 合同指導 市が東京都等と合同で行うもの 

 （指導対象の選定基準） 

第６条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点

から、次の各号に掲げる指導の形態に応じ、当該各号に掲げる基準により対象の選定を行

うものとする。 

 (1) 集団指導 基準等に定めるサービスの取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等の

内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。 

 (2) 運営指導 次のア及びイの形態に応じ、当該ア及びイに掲げる基準により選定する。 

  ア 一般指導 次条第１項に規定する実施方針に定める選定方針に基づくほか、特に運

営指導を行うことが適当と認められるサービス事業者等を選定する。 

  イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。 

 （実施方針及び実施計画） 

第７条 市長は、効果的かつ統一的な指導を実施するため、指導の重点事項、指導目標、指

導項目等を掲げる実施方針を、毎年度、別に定めるものとする。 

２ 市長は、前項の実施方針に基づき、当該年度の指導班の編成、運営指導等の実施時期等

を定めた実施計画を別に作成するものとする。 

 （調査書等の提出） 

第８条 市長は、指導の実施に当たり、サービス事業者等に対して、あらかじめ指導に必要

となる書類等の提出を求めることができる。 

 （集団指導の実施方法） 

第９条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集

団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を当該サービス事業者等に通知するものとする。 

２ 集団指導は、基準等に定めるサービスの取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等の

内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について、講習等の方式で行う。この場合にお

いて、集団指導に欠席したサービス事業者等には、必要な情報提供を行うこととする。 

 （運営指導の実施方法） 

第１０条 市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、原則として、

実施予定日の１か月前までに、運営指導の根拠規定及び目的、日時及び場所、指導担当者、

出席者、準備すべき書類等を文書により、当該サービス事業者等に通知するものとする。

ただし、指導対象となる事業所において障害者虐待が疑われている等の理由により、あら

かじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することがで

きないと認められる場合は、指導開始時に文書を交付することにより通知するものとする。 

２ 運営指導は、別に定める指導に係る基準に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面

談方式で行うものとする。ただし、実地でなくても確認できる内容の確認については、情

報セキュリティの確保を前提として、オンライン等を活用することができる。 
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３ 運営指導は、２人以上の指導班を編成して実施するものとする。 

４ 運営指導の結果については、後日文書により当該サービス事業者等に通知するものとす

る。 

５ 前項の規定による通知において改善を求められたサービス事業者等は、当該通知の発送

日から３０日以内に、改善状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

 （監査への変更） 

第１１条 運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を

中止し、直ちに監査を行うことができる。 

 (1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を

及ぼすおそれがあると判断した場合 

 (2) 自立支援給付等の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められ

る場合 

 （指導後の措置等） 

第１２条 市長は、第１０条第５項の報告書の提出があった場合において、改善を指摘した

事項に係る改善状況が不十分なサービス事業者等については、必要に応じて、再度、運営

指導等を行うものとする。 

２ 市長は、運営指導の結果、サービス事業者等のサービスの内容又は自立支援給付等に係

る費用の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該サービス事業者等に対し、自

立支援給付等の自主返還等を行うよう指導する。この場合において、自主返還等を完了し

た当該サービス事業者等は、その旨を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

 （監査方針） 

第１３条 監査は、サービス事業者等のサービスの内容が不当である場合、自立支援給付等

に係る費用の請求等の経理面に不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じている

ことを疑うに足りる場合等（以下「指定基準違反等」という。）において、事実関係を的確

に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼として実施するものとする。 

 （監査の選定基準） 

第１４条 監査は、サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとす

る。 

 (1) サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合 

 (2) 自立支援給付等に係る費用の請求等に不正又は著しい不当があったことを疑うに足り

る理由がある場合 

 (3) 基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由がある場合 

 (4) 度重なる運営指導によってもサービスの内容又は自立支援給付等に係る費用の請求等

に改善がみられない場合 

 (5) 正当な理由がなく、運営指導を拒否した場合 

 （監査の実施方法等） 

第１５条 市長は、原則として、監査を実施する前に自立支援給付等に係る費用の請求等に

関する書面調査を行うとともに、必要と認められる場合には、サービス事業者等のサービ
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スを受けた障害者及び障害児の保護者に対する聞き取り調査を行うものとする。 

２ 市長は、前条各号に掲げる事項の確認について必要があると認めるときは、監査の実施

に係る通知を交付した上で、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若し

くは提示を命じ、出頭を求めて関係者に対して質問し、又は当該サービス事業者等の事業

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。 

３ 市長は、指定権限のないサービス事業者等について監査を行う場合、事前に実施する旨

の情報提供を指定権限のある都道府県知事又は区市町村長に対し行うものとする。なお、

当該サービス事業者等のサービス等に関して、複数の区市町村に関係がある場合には、都

道府県に総合的な調整を依頼するものとする。 

４ 監査は、運営指導の指導班を中心に職員２人以上の監査班を編成して実施するものとす

る。ただし、問題の性質等に応じて、課長級の職にあるものを長とした職員３人以上の特

別班を編成して実施することができる。 

５ 市長は、監査を実施したときは、当該監査に係る調書を作成するものとする。 

 （監査後の措置） 

第１６条 市長は、指定権限のあるサービス事業者等（以下この条において「市指定サービ

ス事業者等」という。）に対する監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、総合

支援法第５１条の２８第２項及び児童福祉法第２４条の３５第１項の規定による勧告を機

動的に行うものとする。 

２ 監査を所管する課の課長は、前項の勧告を受けた市指定サービス事業者等が正当な理由

なくその勧告に係る措置を講じなかったとき、及び監査の結果、市指定サービス事業者等

が指定の取消し等に該当すると認められたときは、それぞれ命令及び指定の取消し等の要

件に該当する旨を、当該処分を所管する課の課長へ通知するものとする。 

３ 市長は、指定権限のないサービス事業者等について指定基準違反等と認めるときは、文

書により指定権限のある都道府県知事又は区市町村長に通知するものとする。ただし、当

該都道府県知事又は区市町村長が市と同時に監査を行っている場合は、この限りでない。 

４ 監査の結果については、後日文書により通知するものとする。 

５ 前項の規定による通知において第１項の勧告に至らない軽微な改善を求められたサービ

ス事業者等は、別に定める期日までに改善状況を記載した報告書を市長に提出しなければ

ならない。 

 （業務管理体制の整備に関する検査） 

第１７条 市長は、総合支援法第５１条の３１第２項第２号及び児童福祉法第 

２４条の３８第２項第２号の規定に基づき、市長に業務管理体制の整備に関する事項を届

け出た指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して、運営指導又は監

査を実施する際に、業務管理体制の整備に関する検査（次項において「検査」という。）を

併せて行うことができる。 

２ 検査は、障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について（平成２４年３月

３０日障発０３３０第３２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を踏まえ、

実施するものとする。 

 （東京都への通知） 



 府中市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱 

5 

第１８条 指導及び監査の結果並びに処分等の内容については、東京都に通知す 

るものとする。 

 （東京都等との連携） 

第１９条 指導及び監査の効果を高めるために、東京都及び他の区市町村との連携を図るも

のとする。 

 （報告） 

第２０条 指導及び監査の実施状況については、必要に応じて国及び東京都に報告するもの

とする。 

 （情報提供） 

第２１条 指導又は監査の結果の通知、勧告及び命令を行った場合は、その内容についてサ

ービス事業者等の事業活動区域に該当する他の区市町村への情報提供を行うことに努める

とともに、できる限り利用者保護の観点から開示を行うものとする。 

 （様式） 

第２２条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定めるものとする。 

 （雑則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年８月２７日から施行する。 

付 則（令和６年３月２９日要綱第４３号）   

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 
 

 

（平成二十四年三月十三日） 

（厚生労働省令第二十八号） 

障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五十一条の二十四第一項及び第二項の

規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準を次のように定める。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準 

（平二五厚労令四・改称） 

目次 

第一章 総則（第一条） 

第二章 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

第一節 基本方針（第二条） 

第二節 人員に関する基準（第三条―第四条の二） 

第三節 運営に関する基準（第五条―第三十条） 

第三章 雑則（第三十一条） 

附則 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する

障害者をいう。 

二 サービス等利用計画案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。）第五条第二十三項に規定するサービ

ス等利用計画案をいう。 

三 サービス等利用計画 法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画をいう。 

四 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。 

五 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

六 指定障害者支援施設 法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。 

七 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 

八 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。 

九 地域相談支援給付決定 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。 

十 地域相談支援給付決定の有効期間 法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の

有効期間をいう。 

十一 指定一般相談支援事業者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業

者をいう。 

十二 指定地域相談支援 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。 

十三 計画相談支援対象障害者等 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障

害者等をいう。 

十四 指定特定相談支援事業者 法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支

援事業者をいう。 
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十五 指定計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。 

十六 法定代理受領 法第五十一条の十七第三項の規定により計画相談支援対象障害者等に代

わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支払う指定計画相談支援に要した費用の額の全

部又は一部を指定特定相談支援事業者が受けることをいう。 

（平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内府厚

労令三・一部改正） 

第二章 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

第一節 基本方針 

第二条 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という。）

の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。 

２ 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

うに配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サ

ービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行

われるものでなければならない。 

４ 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の

障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなけ

ればならない。 

５ 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事

業者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支

援事業者をいう。）、指定介護予防支援事業者（介護保険法第五十八条第一項に規定する指定

介護予防支援事業者をいう。）その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源

の改善及び開発に努めなければならない。 

６ 指定特定相談支援事業者は、利用者が指定計画相談支援を利用することにより、地域の教育、

就労等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての者が

共生することができるよう、地域社会への参加や包摂の推進に努めるとともに、利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の希望を踏まえて障害者支援施設、精神

科病院等から地域生活への移行の推進に努めなければならない。 

７ 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

８ 指定特定相談支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

９ 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

（平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者） 

第三条 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所（法第五十一条の二十

第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。）（以下「指定特定相談支援事業所」という。）

ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員（指定計画相談支援の提供に当たる者としてこ

ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）を置かなければならない。

ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職

務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 
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２ 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数（当該指定

特定相談支援事業者が、指定障害児相談支援事業者（児童福祉法に基づく指定障害児相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準（平成二十四年厚生労働省令第二十九号。以下「指定障害

児相談支援基準」という。）第一条第九号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。）の

指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定障害児相談支援（指定障害児相談支

援基準第一条第十号に規定する指定障害児相談支援をいう。以下この項及び第四項において同

じ。）の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所に

おいて一体的に運営している指定計画相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等の数

及び指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者（指定障害児相談支援基準

第一条第八号に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。）の数の合計数）が三十五又はそ

の端数を増すごとに一とする。 

３ 前項に規定する計画相談支援対象障害者等の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数とする。 

４ 指定特定相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定特定相談支援

事業所に相談支援員（専ら当該指定特定相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉

士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。）を置くことができる。この場

合において、当該指定特定相談支援事業者は、当該相談支援員を、指定障害児相談支援若しく

は指定地域相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第二百六

条の十三に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従

事させることができるものとする。 

一 当該指定特定相談支援事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官

及び厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第百八十号）第一号イからニ

までに掲げる基準のいずれかに適合すること。 

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援

に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め

る者（平成三十年厚生労働省告示第百十五号）に該当する者（当該指定に係る特定相談支援

事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。）により相談支援員に対して指導

及び助言が行われる体制が確保されていること。 

５ 前項の規定により相談支援員を置く場合における第十一条、第十五条第一項第一号、第二項

第一号から第九号まで及び第三項、第十五条の二、第十八条、第二十条第一項から第三項まで、

第二十三条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定

中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。 

（平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・一部改正） 

（管理者） 

第四条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管

理者を置かなければならない。ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事さ

せることができるものとする。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第四条の二 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所における主たる事業所（次項

において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（次項において「従た

る事業所」という。）を設置することができる。 
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２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者のうちそ

れぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員

でなければならない。 

（令三厚労令一〇・追加） 

第三節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第五条 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申

込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等（以下「利用申込

者」という。）に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第十

九条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援の提供の開始について当該

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規定

に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければなら

ない。 

（契約内容の報告等） 

第六条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨

を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対

し遅滞なく提出しなければならない。 

（提供拒否の禁止） 

第七条 指定特定相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んではな

らない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第八条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指

定特定相談支援事業所が通常時に指定計画相談支援を提供する地域をいう。第十二条第二項及

び第十九条第五号において同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支

援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第九条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提

示する受給者証（法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。）又は地域相談支援受給者

証（法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。）によって、計画相談

支援給付費の支給対象者であること、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間、

支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の

有効期間、支給量（法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。）又は地域相談支援給付量

（法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。）等を確かめるものとする。 

（平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・一部改正） 

（支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助） 

第十条 指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的

な期間を考慮し、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給

決定又は地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第十一条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を

証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提

示すべき旨を指導しなければならない。 
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（計画相談支援給付費の額等の受領） 

第十二条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際

は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第五十一条の十七第二項に

規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定計画相談支援

に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額）の支払を受

けるものとする。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場

合は、それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができる。 

３ 指定特定相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を当該費用の額を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。 

４ 指定特定相談支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、計画相談支援対象障

害者等に対し、その額について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得なければな

らない。 

（令五厚労令四八・一部改正） 

（利用者負担額に係る管理） 

第十三条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害

者等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第二十九条

第三項第二号に掲げる額の合計額（以下この条において「利用者負担額合計額」という。）を

算定しなければならない。この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、利用者負担額

合計額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者等及び当該計画相談支援対

象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知し

なければならない。 

（計画相談支援給付費の額に係る通知等） 

第十四条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支

援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援対象障

害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、第十二条第一項の法定代理受領を行わない指定計画相談支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を計画相談支援対象障害者等に対して交

付しなければならない。 

（指定計画相談支援の具体的取扱方針） 

第十五条 指定計画相談支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げる

ところによるものとする。 

一 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサ

ービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

二 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するものとする。 

三 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明

を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うも

のとする。 

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援（法第五十一条の十七第一項第一号に規定

する指定サービス利用支援をいう。）の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定す

る方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

11 
 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めなければなら

ない。 

二 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適

切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

三 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支

援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サ

ービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努めなければな

らない。 

四 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサー

ビスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相

談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し

て提供しなければならない。 

五 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者

について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ

て利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上

で解決すべき課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行わなければならない。 

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難

を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判

断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

七 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利

用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

八 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害

福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントによ

り把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せにつ

いて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解

決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、

内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条第二十四項に規定する主務

省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならな

い。 

九 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に短期入所を位置付ける場合にあっては、利用

者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者

の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年

間百八十日を超えないようにしなければならない。 

十 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第十

九条第一項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等

利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同

意を得なければならない。 

十一 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画

案を利用者等に交付しなければならない。 

十二 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画

案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との

連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専門員がサービス等利用計画の
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作成のために利用者及び当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービ

ス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいい、テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器（次条、第二十二条第三項第一号及び第二十八条の二第一

号において「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。以下

同じ。）の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、

当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認した上で、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めなければならない。 

十三 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容につい

て、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。 

十四 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を

利用者等及び担当者に交付しなければならない。 

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援（法第五十一条の十七第一項第二号に

規定する指定継続サービス利用支援をいう。）の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二

項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。）を行い、必要に

応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の

便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認め

られる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を

行うものとする。 

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の

事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第五条第二十四項に規定する主務省令

で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録し

なければならない。 

三 前項第一号から第九号まで及び第十二号から第十四号までの規定は、第一号に規定するサ

ービス等利用計画の変更について準用する。 

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合において

も、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者

が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支援施設等への

紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

五 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利

用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、

あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。 

六 相談支援専門員は、利用者が現に指定就労移行支援（指定障害福祉サービス基準第百七十

四条に規定する指定就労移行支援をいう。以下同じ。）又は指定就労継続支援（指定障害福

祉サービス基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援をいう。以下同じ。）を利用して

いる場合であって、モニタリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められ

るときは、指定就労移行支援の事業を行う者又は指定就労継続支援の事業を行う者と連携し、

就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 

七 相談支援専門員は、利用者が指定就労選択支援（指定障害福祉サービス基準第百七十三条

の二に規定する指定就労選択支援をいう。以下同じ。）を利用している場合には、法第五条

第十三項の評価及び同項の整理の結果等を踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うと

ともに、指定就労選択支援の事業を行う者と連携し、必要な情報の提供及び助言、関係機関

との連絡調整その他の援助を行わなければならない。 

（平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内府厚

労令三・一部改正） 
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（テレビ電話装置等の活用） 

第十五条の二 相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置

等を活用して利用者に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。 

一 当該アセスメント又はモニタリングに係る利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス

に要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び

厚生労働大臣が定める地域（平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号）に定める地域に居

住し、かつ、指定特定相談支援事業所と当該利用者の居宅等との間に一定の距離があること。 

二 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該利用者の居宅等を訪問してアセス

メント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。 

（令六内府厚労令三・追加） 

（利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付） 

第十六条 指定特定相談支援事業者は、利用者等が他の指定特定相談支援事業者の利用を希望す

る場合その他利用者等から申出があった場合には、当該利用者等に対し、直近のサービス等利

用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知） 

第十七条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を受けている計画相談支援対象障害者

等が偽りその他不正な行為によって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたと

きは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者の責務） 

第十八条 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員

その他の従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他

の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第十九条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する運営規程（第二十三条第一項において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用

及びその額 

五 通常の事業の実施地域 

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他運営に関する重要事項 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（勤務体制の確保等） 

第二十条 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援を提供できる

よう、指定特定相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、当該指定特定相談支援事業所

の相談支援専門員に指定計画相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、相談支援

専門員の補助の業務については、この限りでない。 
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３ 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。 

４ 指定特定相談支援事業者は、適切な指定計画相談支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（業務継続計画の策定等） 

第二十条の二 指定特定相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定計画相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

（令三厚労令一〇・追加） 

（設備及び備品等） 

第二十一条 指定特定相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、

指定計画相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（衛生管理等） 

第二十二条 指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（掲示等） 

第二十三条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、基本相談支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数

及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定特定相談支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

３ 指定特定相談支援事業者は、第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（秘密保持等） 
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第二十四条 指定特定相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情

報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

（広告） 

第二十五条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業者について広告をする場合

においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止） 

第二十六条 指定特定相談支援事業者及び指定特定相談支援事業所の管理者は、サービス等利用

計画の作成又は変更に関し、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福

祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならな

い。 

２ 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、

利用者等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指

示等を行ってはならない。 

３ 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償

として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはな

らない。 

（苦情解決） 

第二十七条 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計

画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第十条第一項の規定

により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員か

らの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、

及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

４ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第十一条第二項の規

定により都道府県知事が行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族から

の苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第五十一条の二十七

第二項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力

するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 
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６ 指定特定相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、

前三項の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第二十八条 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故

が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しなければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（虐待の防止） 

第二十八条の二 指定特定相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定特定相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（令三厚労令一〇・追加） 

（会計の区分） 

第二十九条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定計画相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第三十条 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 

一 第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する

記録 

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 

イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 

ロ アセスメントの記録 

ハ サービス担当者会議等の記録 

ニ モニタリングの結果の記録 

三 第十七条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第三章 雑則 

（令三厚労令五五・追加） 

（電磁的記録等） 

第三十一条 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この命令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
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をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次項

に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用

者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁

的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）

によることができる。 

（令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正） 

附 則 

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号） 

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則 （平成三〇年一月一八日厚生労働省令第二号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

３ この省令の施行前に定められたサービス等利用計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。）について

は、この省令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十五条第八号の規定は適用しな

い。 

附 則 （令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

第二条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の

指定障害福祉サービス基準（以下「新指定障害福祉サービス基準」という。）第三条第三項及

び第四十条の二（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、

第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第

百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十

一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二

百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十

三条第一項において準用する場合を含む。）、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施

設基準（以下「新指定障害者支援施設基準」という。）第三条第三項及び第五十四条の二、第

四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準（以下「新障害福祉サービス基準」という。）

第三条第三項及び第三十二条の二（新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一

条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、第五条の規定に

よる改正後の地域活動支援センター基準（以下「新地域活動支援センター基準」という。）第

二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準（以下「新福祉ホ

ーム基準」という。）第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支
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援施設等基準（以下「新障害者支援施設等基準」という。）第三条第三項及び第四十三条の二、

第八条の規定による改正後の指定通所支援基準（以下「新指定通所支援基準」という。）第三

条第四項及び第四十五条第二項（新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六

十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条に

おいて準用する場合を含む。）、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準（以下「新指

定入所施設基準」という。）第三条第四項及び第四十二条第二項（新指定入所施設基準第五十

七条において準用する場合を含む。）、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準

（以下「新指定地域相談支援基準」という。）第二条第四項、第三十六条の二（新指定地域相

談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。）及び第三十九条第四項、第十三条の規

定による改正後の指定計画相談支援基準（以下「新指定計画相談支援基準」という。）第二条

第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準（以

下「新指定障害児相談支援基準」という。）第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準

第三十三条の二（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、

第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第

百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十

一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二

百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十

三条第一項において準用する場合を含む。）、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参

加支援施設基準（以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設

基準」という。）第二十二条の二（新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三

条及び第四十二条において準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設基準第四十二条の

二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二（新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、

第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、新地域

活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基

準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二（新指定通所支援基準第五十四条の五、

第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の

十四及び第七十九条において準用する場合を含む。）、第九条の規定による改正後の設備運営

基準（以下「新設備運営基準」という。）第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二（新

指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。）、新指定地域相談支援基準第二

十八条の二（新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。）、新指定計

画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施

しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努

める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準

第三十四条第三項（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の

四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十

において準用する場合を含む。）、第七十一条第二項及び第九十条第二項（新指定障害福祉サ

ービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条

の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百

六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項

において準用する場合を含む。）、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項（新
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身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場

合を含む。）、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十

七条第二項及び第四十八条第二項（新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十

条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、新地域活動支援センター基

準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第

二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項（新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四

条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び

第七十九条において準用する場合を含む。）、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設

基準第三十八条第二項（新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。）、新

指定地域相談支援基準第三十条第三項（新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する

場合を含む。）、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準

第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講

ずるよう努めなければ」とする。 

附 則 （令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号） 抄 

この省令は、令和三年七月一日から施行する。 

附 則 （令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

附 則 （令和六年一月二五日／内閣府／厚生労働省／令第三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条、第五条及び第七条の規

定は、令和七年十月一日から施行する。 

（令七内府厚労令四・一部改正） 

附 則 （令和七年三月三一日／内閣府／厚生労働省／令第四号） 

この命令は、公布の日から施行する。 
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○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

 
（平成二十四年三月十三日） 

（厚生労働省令第二十九号） 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の三十一第一項及び第二項の規定に

基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準を次のよう

に定める。 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

目次 

第一章 総則（第一条） 

第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

第一節 基本方針（第二条） 

第二節 人員に関する基準（第三条―第四条の二） 

第三節 運営に関する基準（第五条―第三十条） 

第三章 雑則（第三十一条） 

附則 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 障害児支援利用計画案 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）

第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう。 

二 障害児支援利用計画 法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう。 

三 指定障害児通所支援事業者 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援

事業者をいう。 

四 指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。 

五 通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。 

六 通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期

間をいう。 

七 指定障害児入所施設等 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。 

八 障害児相談支援対象保護者 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象

保護者をいう。 

九 指定障害児相談支援事業者 法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相

談支援事業者をいう。 

十 指定障害児相談支援 法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。 

十一 法定代理受領 法第二十四条の二十六第三項の規定により障害児相談支援対象保護者に

代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全

部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。 

（平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正） 

第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

第一節 基本方針 

第二条 指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者（以下「障害児等」という。）

の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立って、行われるものでなければならな

い。 

２ 指定障害児相談支援の事業は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

ように配慮して行われるものでなければならない。 
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３ 指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障

害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」

という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるもの

でなければならない。 

４ 指定障害児相談支援の事業は、当該障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は

特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるもので

なければならない。 

５ 指定障害児相談支援事業者は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地

域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。 

６ 指定障害児相談支援事業者は、障害児が指定障害児相談支援を利用することにより、地域の

保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全て

の児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加や包摂（以下「インクルージョン」

という。）の推進に努めなければならない。 

７ 指定障害児相談支援事業者は、自らその提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

８ 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所を利用する障害児の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

９ 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

（令三厚労令一〇・令六内府令五・一部改正） 

第二節 人員に関する基準 

（従業者） 

第三条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所（法第二十四条の

二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。）（以下「指定障害児相談支援事業所」

という。）ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員（指定障害児相談支援の提供に当た

る者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。）を置かなければならない。た

だし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の

職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、障害児相談支援対象保護者の数（当該指定

障害児相談支援事業者が、指定特定相談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成二

十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定計画相談支援基準」という。）第一条第十四号に

規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定障害児相談支援の事業と指定計画相談支援（指定計画相談支援基準第一条第十五号

に規定する指定計画相談支援をいう。以下この項において同じ。）の事業とを同一の事業所に

おいて一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定

障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数及び指定特定相談支援の事業に

おける計画相談支援対象障害者等（指定計画相談支援基準第一条第十三号に規定する計画相談

支援対象障害者等をいう。）の数の合計数）が三十五又はその端数を増すごとに一とする。 

３ 前項に規定する障害児相談支援対象保護者の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数とする。 

４ 指定障害児相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定障害児相談

支援事業所に相談支援員（専ら当該指定障害児相談支援事業所の職務に従事する者であって社

会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。）を置くことができる。
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この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、当該相談支援員を、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五十一条の十

四第一項に規定する指定地域相談支援若しくは同法第五十一条の十七第二項に規定する指定計

画相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第百七十一号）第二百六条の十四第一項に規定する指定自立生活援助の事業を行

う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。 

一 当該指定障害児相談支援事業所が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する額の算

定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第百

八十一号）第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。 

二 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこ

ども家庭庁長官が定める者（平成三十年厚生労働省告示第百十六号）に該当する者（当該指

定に係る障害児相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。）により

相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。 

５ 前項の規定により相談支援員を置く場合における第十一条、第十五条第一項第一号、第二項

第一号から第八号まで及び第三項、第十五条の二、第十八条、第二十条第一項から第三項まで、

第二十三条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定

中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。 

（平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正） 

（管理者） 

第四条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務

に従事させることができるものとする。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第四条の二 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所における主たる事業所（次

項において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（次項において「従

たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者のうちそ

れぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員

でなければならない。 

（令三厚労令一〇・追加） 

第三節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第五条 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援の利用

の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った障害児相談支援対象保護者（以下「利用

申込者」という。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者

に対し、第十九条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定障害児相談支援の提供の開

始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配

慮をしなければならない。 

（契約内容の報告等） 

第六条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の利用に係る契約をしたときは、そ

の旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 
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２ 指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成したときは、その写しを市町村に

対し遅滞なく提出しなければならない。 

（提供拒否の禁止） 

第七条 指定障害児相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定障害児相談支援の提供を拒んで

はならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第八条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の通常の事業の実施地域（当

該指定障害児相談支援事業所が通常時に指定障害児相談支援を提供する地域をいう。第十二条

第二項及び第十九条第五号において同じ。）等を勘案し、利用申込者及び利用申込者に係る障

害児に対し自ら適切な指定障害児相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当

な他の指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者

の提示する通所受給者証（法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。）に

よって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第八項に規定する

内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量（法第二十一

条の五の七第七項に規定する支給量をいう。）等を確かめるものとする。 

（平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正） 

（通所給付決定の申請に係る援助） 

第十条 指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通

所給付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第十一条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に身

分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又はその家族から求められたときは、これ

を提示すべき旨を指導しなければならない。 

（障害児相談支援給付費の額等の受領） 

第十二条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供し

た際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十四条の二十六

第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定

障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用

の額）の支払を受けるものとする。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援対象保護者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する

場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相談支援対象保護者から受けることができる。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付しなければならない。 

４ 指定障害児相談支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、障害児相談支援対

象保護者に対し、その額について説明を行い、障害児相談支援対象保護者の同意を得なければ

ならない。 

（令五厚労令四八・一部改正） 

（利用者負担額に係る管理） 

第十三条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対

象保護者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第

二十一条の五の三第二項第二号に掲げる額の合計額（以下この条において「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害児相談支援事業
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者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び

当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支

援事業者に通知しなければならない。 

（障害児相談支援給付費の額に係る通知等） 

第十四条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領により指定障害児相談支援に係る障害児

相談支援給付費の支給を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障害児相談支

援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、第十二条第一項の法定代理受領を行わない指定障害児相談支

援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を障害児相談支援対象保護者に対

して交付しなければならない。 

（指定障害児相談支援の具体的取扱方針） 

第十五条 指定障害児相談支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

二 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、障害児等の意思をできる限り尊重するための配慮をするものとする。 

三 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児等の立場に立って懇切丁寧に行うことを

旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説

明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支援等適切な手法を

通じて行うものとする。 

２ 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助（法第二十四条の二十六第一項第一号

に規定する指定障害児支援利用援助をいう。）の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項

に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の年齢及び発達の程

度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やか

に育成されるよう障害児等の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。 

二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適

切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

三 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の日常生活全般を支

援する観点及びインクルージョンの観点から、指定通所支援に加えて、指定通所支援以外の

福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて障害

児支援利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

四 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始に当たっては、障害児等によるサー

ビスの選択に資するよう、当該地域における指定障害児通所支援事業者に関するサービスの

内容、利用料等の情報を適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。 

五 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児

について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ

て障害児の希望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上

で解決すべき課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行わなければならない。 

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその

家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害

児及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

七 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所
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支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に

対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の

生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サー

ビス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供

する上での留意事項、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間に係る提案

等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。 

八 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第二

十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上

で、当該障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書

により障害児等の同意を得なければならない。 

九 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成した際には、当該障害児支援利用計画案

を障害児等に交付しなければならない。 

十 相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障

害児通所支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、障害児の意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、サービス担当者会議（相談支援

専門員が障害児支援利用計画の作成のために当該変更を行った障害児支援利用計画案に位

置付けた福祉サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行

う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報機器（次条、第二十二条第三項第一号及び第二

十八条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるも

のとする。以下同じ。）の開催等により、当該障害児支援利用計画案の内容について説明を

行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。 

十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容につい

て、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。 

十二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画を作成した際には、当該障害児支援利用計画を

障害児等及び担当者に交付しなければならない。 

３ 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助（法第二十四条の二十六第一項第

二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。）の方針は、第二条に規定する基本方針

及び前二項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握

（障害児についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。）を行い、必要に

応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の

便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害

児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。 

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の

事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第六条の二の二第八項に規定する内閣

府令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録

しなければならない。 

三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの規定は、第一号に規定する障害

児支援利用計画の変更について準用する。 

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合において

も、障害児がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障害児

等が指定障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害児入所施設等へ

の紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

五 相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から退所又は退院しようとする障害児又はその

家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、

必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。 
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六 相談支援専門員は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児等の選択及びイ

ンクルージョンの観点等を踏まえつつ、福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率

的に提供されるよう必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。 

（平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内府

令五・一部改正） 

（テレビ電話装置等の活用） 

第十五条の二 相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置

等を活用して障害児に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。 

一 当該アセスメント又はモニタリングに係る障害児が児童福祉法に基づく指定障害児相談支

援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域（平成二十

四年厚生労働省告示第二百三十三号）に定める地域に居住し、かつ、指定障害児相談支援事

業所と当該障害児の居宅等との間に一定の距離があること。 

二 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該障害児の居宅等を訪問してアセス

メント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。 

（令六内府令五・追加） 

（障害児等に対する障害児支援利用計画等の書類の交付） 

第十六条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他の指定障害児相談支援事業者の利用を希

望する場合その他障害児等から申出があった場合には、当該障害児等に対し、直近の障害児支

援利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知） 

第十七条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を受けている障害児相談支援対象

保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者の責務） 

第十八条 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専

門員その他の従業者の管理、指定障害児相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員そ

の他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第十九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第二十三条第一項において「運営規程」と

いう。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定障害児相談支援の提供方法及び内容並びに障害児相談支援対象保護者から受領する費

用及びその額 

五 通常の事業の実施地域 

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他運営に関する重要事項 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（勤務体制の確保等） 

第二十条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対し、適切な指定障害児相談支援を提供で

きるよう、指定障害児相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を
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定めておかなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、当該指定障害児相談支援

事業所の相談支援専門員に指定障害児相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、

相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。 

４ 指定障害児相談支援事業者は、適切な指定障害児相談支援の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（業務継続計画の策定等） 

第二十条の二 指定障害児相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定障害児相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

（令三厚労令一〇・追加） 

（設備及び備品等） 

第二十一条 指定障害児相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するととも

に、指定障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（衛生管理等） 

第二十二条 指定障害児相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行わなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生

的な管理に努めなければならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定障害児相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定障害児相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

三 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（掲示等） 

第二十三条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、障害児相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害児相談支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規
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定による掲示に代えることができる。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。 

（令三厚労令一〇・一部改正） 

（秘密保持等） 

第二十四条 指定障害児相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の個人

情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなけれ

ばならない。 

（広告） 

第二十五条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業者について広告をする

場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止） 

第二十六条 指定障害児相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、障害児支援

利用計画の作成又は変更に関し、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対して特

定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っては

ならない。 

２ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、

障害児等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指

示等を行ってはならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、

障害児に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対

償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

（苦情解決） 

第二十七条 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利

用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第二十四条の三

十四第一項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提

示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類

その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査

に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第五十七条の三

の二第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命

令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。 
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５ 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第五十七条の三

の三第四項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児

又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

６ 指定障害児相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合に

は、前三項の改善の内容を都道府県知事又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第

八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（平二六厚労令一二二・一部改正） 

（事故発生時の対応） 

第二十八条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により

事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記

録しなければならない。 

３ 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（虐待の防止） 

第二十八条の二 指定障害児相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定障害児相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（令三厚労令一〇・追加） 

（会計の区分） 

第二十九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに経理を区分すると

ともに、指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第三十条 指定障害児相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日から五年間保存しなければな

らない。 

一 第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する

記録 

二 個々の障害児ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 

イ 障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画 

ロ アセスメントの記録 

ハ サービス担当者会議等の記録 

ニ モニタリングの結果の記録 

三 第十七条の規定による市町村への通知に係る記録 
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四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第三章 雑則 

（令三厚労令五五・追加） 

（電磁的記録等） 

第三十一条 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この府令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次

項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの

（以下「交付等」という。）のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されてい

る又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が

障害児又は障害児相談支援対象保護者である場合には当該障害児又は当該障害児相談支援対象

保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）による

ことができる。 

（令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正） 

附 則 

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 

附 則 （平成三〇年一月一八日厚生労働省令第三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則 （令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

第二条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の

指定障害福祉サービス基準（以下「新指定障害福祉サービス基準」という。）第三条第三項及

び第四十条の二（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、

第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第

百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十

一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二

百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十

三条第一項において準用する場合を含む。）、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施

設基準（以下「新指定障害者支援施設基準」という。）第三条第三項及び第五十四条の二、第

四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準（以下「新障害福祉サービス基準」という。）

第三条第三項及び第三十二条の二（新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一

条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、第五条の規定に

よる改正後の地域活動支援センター基準（以下「新地域活動支援センター基準」という。）第

二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準（以下「新福祉ホ
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ーム基準」という。）第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支

援施設等基準（以下「新障害者支援施設等基準」という。）第三条第三項及び第四十三条の二、

第八条の規定による改正後の指定通所支援基準（以下「新指定通所支援基準」という。）第三

条第四項及び第四十五条第二項（新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六

十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条に

おいて準用する場合を含む。）、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準（以下「新指

定入所施設基準」という。）第三条第四項及び第四十二条第二項（新指定入所施設基準第五十

七条において準用する場合を含む。）、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準

（以下「新指定地域相談支援基準」という。）第二条第四項、第三十六条の二（新指定地域相

談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。）及び第三十九条第四項、第十三条の規

定による改正後の指定計画相談支援基準（以下「新指定計画相談支援基準」という。）第二条

第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準（以

下「新指定障害児相談支援基準」という。）第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準

第三十三条の二（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、

第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第

百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十

一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二

百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十

三条第一項において準用する場合を含む。）、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参

加支援施設基準（以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設

基準」という。）第二十二条の二（新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三

条及び第四十二条において準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設基準第四十二条の

二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二（新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、

第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、新地域

活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基

準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二（新指定通所支援基準第五十四条の五、

第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の

十四及び第七十九条において準用する場合を含む。）、第九条の規定による改正後の設備運営

基準（以下「新設備運営基準」という。）第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二（新

指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。）、新指定地域相談支援基準第二

十八条の二（新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。）、新指定計

画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施

しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努

める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準

第三十四条第三項（新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の

四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十

において準用する場合を含む。）、第七十一条第二項及び第九十条第二項（新指定障害福祉サ

ービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条

の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百

六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項
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において準用する場合を含む。）、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項（新

身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場

合を含む。）、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十

七条第二項及び第四十八条第二項（新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十

条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。）、新地域活動支援センター基

準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第

二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項（新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四

条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び

第七十九条において準用する場合を含む。）、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設

基準第三十八条第二項（新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。）、新

指定地域相談支援基準第三十条第三項（新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する

場合を含む。）、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準

第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講

ずるよう努めなければ」とする。 

附 則 （令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号） 抄 

この省令は、令和三年七月一日から施行する。 

附 則 （令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

附 則 （令和六年一月二五日内閣府令第五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。 

 


